
モバイル端末賃貸借一式仕様書 

  

１ モバイル端末等仕様  

（１）機器仕様・数量等 

種別 タブレット端末 

ＯＳ iPadOS26.4 以上対応 

ＯＳサポート期間 客観的事実から 2029 年 8月時点までＯＳサポート期間が継続して
いると推認されるモデルであること 

サイズ 11 インチ以上 

メモリ 6GB 以上 

ストレージ 128GB 以上 

UIM/SIM Nano-UIM または eSIM 対応 

カメラ アウト：約 1200 万画素以上 
イン：約 1200 万画素以上 

認証 指紋または顔認証センサー搭載 

付属品 AC アダプタ※１・充電ケーブル※２・画面保護フィルム・ 
防水ケース※３・タッチペン※４ 

※１、２ タブレット端末に付属している場合の追加は不要 

※３ IPX6 等級以上の防水性能を有すること。 
着脱可能で装着時にも画面を横向きに閲覧が容易なショル
ダーストラップを含む。 

※４ パームリジェクション機能を有すること。 
タブレット端末本体の充電と同じ AC アダプタ及びケーブル
で充電できること。納入時は、替えのペン先も納めること。 

数量 ５台 

 

（２）通信サービス仕様 

ア ４GLTE による通信が定額料金で利用可能であること。 

イ １回線あたり１月の通信料が４GBまでは、速度制限を設けないこと。 

ウ 移動通信サービスに係る通信設備を自ら構築し運用している通信事業者であること。 

エ データ通信のみの利用とする。 

 

（３）モバイル端末等配布箇所及び配布数 

配備箇所 配布台数 

土木建築局建築課 １台 

西部建設事務所建築課 ２台 

東部建設事務所建築課 １台 

北部建設事務所建築課 １台 

合計 ５台 

 

２ 提供期間 

令和８年９月１日から令和 11年８月 31日まで 

 

３ 契約方法 

契約書のとおり。  



４ モバイル端末等の管理 

（１）セキュリティ対策 

モバイル端末の機能制限、セキュリティ設定、アプリケーション制限等を一元管理できる次

の機能を有するモバイルデバイス管理のサービスまたはソフトウェア（以下「MDM」という。）

を提供すること。（５台分） 

No. 項目 概要 

１ 管理情報収集機能 端末から次の情報を収集し、画面に表示すること。 
・デバイス情報 
・ネットワーク情報 
・アプリケーション情報 
・位置情報 
・プロファイル 
・MDM との通信ログ 

２ デバイス管理設定機能  

  遠隔操作 遠隔操作で端末への操作が一括及び個別にできること。 
・セキュリティポリシー設定 
・パスワード制御（消去、再設定） 
・アプリケーション制御設定 
・ロック及びロック解除 
・データ削除（リモートワイプ） 
上記操作を同一 MDM で完結できること。 

  状態検知機能 ・情報漏洩を防止する対策を講じること。 
・Device Enrollment Program などを利用して、ユーザ
ー側で MDM の管理が外れないようにすること。 

  パスコード設定 ・パスコードは 8 桁以上、英数字等の設定ができること。 
・自動ロック時間を設定できること。 
・パスコードの最大有効期間を設定できること。 

３ アクセス制限 ・アクセス権限は、管理サイトで遠隔管理ができるこ
と。 

・Safari ブラウザにて、以下 Web フィルタリング機能を
利用できること。 

①カテゴリ制限で業務に不必要なサイトアクセスを一括
管理できること。 

②カテゴリ制限の対象に必要サイトが含まれている場
合、カテゴリ制限を維持しつつ、そのサイトも追加で
アクセス可能にできること。 

４ その他 ・日本語ベースの GUI をもつこと。 

 

（２）運用支援・保守対応 

ア 紛失・盗難、自然故障、火災による消失、水漏れ、その他偶然の事故による対象機器の

全損または一部破損について、交換を無償で行うこと。なお、回数は無制限とすること。 

※使用者の瑕疵によらない故障、盗難については、６か月に１回程度の頻度を想定。 

イ モバイル端末の物品不良が判明した場合は、受注者の責任及び負担において、製品の修

理、交換等対応を迅速に行うこと。 

ウ 全ての導入機器について、遠隔でのデータ消去等紛失時における 24時間対応サービス

を提供すること。 

 



５ 納入先等 

令和８年９月１日以後の別途指定する日までに発注者が指定する場所へ指定した台数を納品

すること。 

※１（３）記載の各事務所への配布を含む。 

 

６ 納入に際しての条件等 

賃貸借物件の納入に際しての条件は次のとおりとする。 

（１）作業計画・準備 

受注者は、契約締結後、速やかに端末の設定を行い、指定の納入先に納入すること。 

（２）機器等の納入 

物品の配送を含めた本契約の履行に係る費用は受注者による負担とし、通常の利用において

引渡し前の物品に故障などが発生した場合は、受注者による負担で代替品を用意し、修繕など

で作業に遅延が生じないよう速やかに機器の交換を行うものとする。 

（３）納入時の作業 

初回のみ MDM の登録、付属品のキッティング、アプリケーションのインストールを実施する。 

なお、納入時に利用可能なアプリは、Google Maps、box を想定しているが、別途指定する場

合がある。 

（４）その他 

ア 納入機器へは、発注者が支持する識別用ラベル等を貼付し、納入すること。ラベルのサ

イズ、記載事項等、詳細については別途指定する。 

イ 納入機器へは、画面保護フィルムを貼付するとともに、カバーケースを装着した状態で

納品すること。 

 

７ その他 

（１）別途調達するアプリとの連携について 

発注者が別途調達するアプリ導入についてできる限りの連携を図り、スムーズな運用の開始

と運用サポートを行うこと。 

（２）守秘義務 

受注者（本業務の契約者、保守員等）は、本業務で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らし 

てはならない。その他、本業務の遂行上保秘を必要とする情報を第三社へ漏らしてはならない。 

また、受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、個人情報の保護に関す

る法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 

（３）善管注意義務 

機器の提供又は保守に従事する者は、善良な管理者の注意をもって業務の実施に当たるとと

もに、情報セキュリティ対策について最新の注意を図るものとする。 

（４）原状復帰 

本件納入・保守作業に際して、故障などの理由で受注者が一旦納入した物品の交換（一部交

換を含む）を行う場合は、原則として交換対象と同じ機能を有する物品を使用することとし、



当初納入の状態に復帰させるものとする。例外として、不具合が改善された物品を利用する際

は、この限りではない。 

（５）データ消去及び撤去作業 

履行期間の終了時または履行期間中の故障による交換時には、本調達機器等内に保存されて

いるデータが漏洩することのないよう対策を講じること。 

（６）支払金額について 

初期費用（納入時の作業、画面保護フィルム、カバーケース及びタッチペンに係る費用）

は、令和８年９月分として支払うものとし、その他の費用については、36か月で分割した月

額賃借料とする。以上の費用の合計額が、入札書に記載された総価（消費税及び地方消費税を

含む）と一致すること。 

（７）本仕様書に記載のない事項について 

本仕様書に明記していない事項についても、機器等の機能を維持する上で、当然備えるべき

事項については、仕様に含まれるものとし、記載のない事項・疑義の生じた事項については、

発注者と協議の上処理するものとする。 


